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物
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十
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す
る
指
定
薬
物
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同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
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を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
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有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
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法
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昭
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百
四
十
五
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二
条
第
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す
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生
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働
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指
定
薬
物
に
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失
効
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月
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和
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八
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十
七
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則
の
適
用

こ
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指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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市
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備
局
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築
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課
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発
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…
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…
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…
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全
国
自
治
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く
じ
事
務
協
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二
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当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

三

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
一
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
六
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

【別表】 
 化学名 通称名 

（１） Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキ

ソブタン－２－イル）－５－ブロモ－１－ 

ブチル－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキシア

ミド及びその塩類 

ＡＤＢ－５’Ｂｒ－ＢＵＴＩＮＡＣＡ 

（２） Ｎ－エチル－２－｛２－［（４－イソプロポキシフ

ェニル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール－１－イル｝エタン－１－ア

ミン及びその塩類 

Ｎ－Ｄｅｓｅｔｈｙｌ ｉｓｏｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ 

（３） （２Ｒ，３Ｒ）－２－（ベンゾ［ｄ］［１,３］ジ

オキソール－５－イル）－３－メチルモルフォリ

ン、（２Ｓ，３Ｓ）－２－（ベンゾ［ｄ］［１,３］

ジオキソール－５－イル）－３－メチルモルフォ

リン及びそれらの塩類 

３，４－ＭＤＰＭ、 

３－ＭＤＰＭ、 

３，４－Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｐｈｅｎｍｅｔ

ｒａｚｉｎｅ 
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公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
八
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名
　
　

東
大
和
市
奈
良
橋
四
丁
目
六
百
七

十
一
番
一

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
荏
田

西
二
丁
目
三
番
地
二

株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・

デ
ィ
ー

　
代
表
取
締
役
　
瀧
屋
　
幸
彦

雑
　
　
　
報

 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
告
示
第
六
百
六
十
四
号 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池  

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
千
二
十
四
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

受
託
銀
行
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行 

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

三 

発
売
の
数
及
び
総
額 

 
 

 
 

 

一
億
二
千
万
枚 

三
百
六
十
億
円 

（
三
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
十
二
単
位
（ 

十
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原
則
発
売 

総
額
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位 

で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

四 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
枚
三
百
円 

五 

証
票
型
式 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
封
式 

六 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で 

七 

抽
せ
ん
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

八 

当
せ
ん
金
支
払
開
始
期
日 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
三
十
日 

九 

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数 

等 

級 
 

 
 

 
 

当
せ
ん
金 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
本
数 

一
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
億
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
本 

一
等
の
前
後
賞 

 
 

 
 

一
億
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
本 

一
等
の
組
違
い
賞 

 
 

 

十
万
円 

 
 

 
 

 
 

九
十
九
本 

二
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
本 

三
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
本 

四
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
本 

五
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
本 

六
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
円 

 
 

 
 

 
 

 

百
万
本 

  
 

 
 

 
 

 
計 

 
 

 
 

 
 

 

百
十
万
一
千
三
百
十
二
本 

備
考 

 
 

 

一
等
の
当
せ
ん
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四 

号
）
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。 

当
せ
ん
本
数
は
、
発
売
額
三
十
億
円
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。 

十 

注
意
事
項 

 

㈠ 

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若
し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受 

け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を
受
領
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

㈡ 

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。 
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全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
告
示
第
六
百
六
十
四
号 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池  

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
千
二
十
四
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

受
託
銀
行
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行 

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

三 

発
売
の
数
及
び
総
額 

 
 

 
 

 

一
億
二
千
万
枚 

三
百
六
十
億
円 

（
三
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
十
二
単
位
（ 

十
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原
則
発
売 

総
額
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位 

で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

四 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
枚
三
百
円 

五 

証
票
型
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

開
封
式 

六 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で 

七 

抽
せ
ん
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

八 

当
せ
ん
金
支
払
開
始
期
日 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
三
十
日 

九 

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数 

等 

級 
 

 
 

 
 

当
せ
ん
金 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
本
数 

一
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
億
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
本 

一
等
の
前
後
賞 

 
 

 
 

一
億
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
本 

一
等
の
組
違
い
賞 

 
 

 

十
万
円 

 
 

 
 

 
 

九
十
九
本 

二
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
本 

三
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
本 

四
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
本 

五
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
本 

六
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
円 

 
 

 
 

 
 

 

百
万
本 

  
 

 
 

 
 

 

計 
 

 
 

 
 

 
 

百
十
万
一
千
三
百
十
二
本 

備
考 

 
 

 

一
等
の
当
せ
ん
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四 

号
）
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。 

当
せ
ん
本
数
は
、
発
売
額
三
十
億
円
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。 

十 

注
意
事
項 

 

㈠ 

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若
し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受 

け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を
受
領
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

㈡ 

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。 

 

 

 
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
告
示
第
六
百
六
十
五
号 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池  

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
千
二
十
五
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

受
託
銀
行
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行 

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号 

三 

発
売
の
数
及
び
総
額 

 
 

 
 

 

五
千
万
枚 

百
五
十
億
円 

（
三
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
五
単
位
（
五 

ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原
則
発
売
総
額 

の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増 

額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

四 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
枚
三
百
円 

五 

証
票
型
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

開
封
式 

六 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で 

七 

抽
せ
ん
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

八 

当
せ
ん
金
支
払
開
始
期
日 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
月
三
十
日 

九 

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数 

等 

級 
 

 
 

 
 

当
せ
ん
金 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
本
数 

一
等 

 
 

 
 

 
 

 

三
千
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
本 

一
等
の
前
後
賞 

 
 

 
 

千
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
本 

二
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
万
円 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
本 

三
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
本 

四
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
本 

五
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
円 

 
 

 
 

 
 

 

百
万
本 

  
 

 
 

 
 

 

計 
 

 
 

 
 

 
 

百
十
万
一
千
三
百
三
十
本 

備
考 

 
 

 

当
せ
ん
本
数
は
、
発
売
額
三
十
億
円
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。 

十 

注
意
事
項 

 

㈠ 

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若
し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受 

け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を
受
領
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

㈡ 

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。 

 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池 

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
三
十
一
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
三
百
八
十
億
円 

四
億
六
千
万
枚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
六
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
十

三
単
位
（
二
十
三
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況

に
よ
り
、
原
則
発
売
総
額
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を

上
限
と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ

る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日

ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
売
額
六
十
億
円
に
対
し
て
二
十
九
億
九
千
九
百
九
十

万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
額
六
十
億
円
に
対
し
て
四
億
二
千
四
百
四
十
三
万

三
千
二
十
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
額
六
十
億
円
に
対
し
て
三
億
四
千
五
百
六
万
八
千

七
百
六
十
一
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
三
十
二
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
百
五
十
億
円 

一
億
五
千
万
枚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
三
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
十
五

単
位
（
十
五
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ

り
、
原
則
発
売
総
額
の
百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限

と
し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日

ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
売
額
三
十
億
円
に
対
し
て
十
五
億
円 
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六
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六 

委
託
対
象
事
務
の
範
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当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
額
三
十
億
円
に
対
し
て
二
億
三
百
八
十
六
万
三
千

円 
八 
そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
額
三
十
億
円
に
対
し
て
一
億
七
千
八
百
六
十
一
万

五
千
四
百
二
十
四
円 

九 

受
託
申
請
期
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令
和
六
年
九
月
二
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十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
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